
 

 

 

 

 

  

 

 

ヤマメ 釣 漁 業    ３月 １日  
但し､9 月 30 日までとする  

鮎 釣 漁 業    ６月１５日 

(毛針 ドプ釣 友釣)                午前８時 

投 網 漁 業    ８月 １日   
(投網、スクイ網、ヤス突) 

 許 可 漁 業    ８月１５日  
(地曳網、瀬張網、張切網) 

但し､10 月 31 日までとする          
置針のみ（穴釣禁止)   ４月１日～10 月 31 日まで 

友釣専用区投網解禁 ８月１５日午前８時（但し５月１日より６月１４日まで雑魚釣禁止） 

 

当漁協の河川区間は高麗川の全域と越辺川は東上線鉄橋下流の高坂橋までです 

各漁法の操業時間は日の出より日没までです。(但し解禁日はすべて午前８時) 

夜網を打つ事は禁止ですので充分注意して下さい。 
 

埼玉西部漁業協同組合 
日高市横手 639 

042(982)2312 
武蔵横手駅下車５分 

中沢自動車内 

 

 

ヤ マ メ 禁 漁 区 域 
梅園地区  越辺川上流（黒山三滝、上下流全域）竜ケ谷川 麦原川の上流  11 月 1 日より翌年６月 

虎秀川の全域 宿谷川と阿諏訪川の上流                    末日までかじかは増繁殖 

東吾野地区  北川.長沢川の上流は(合流点より上流全域)              のため採取採卵禁止 

吾野地区   久通川の上流支流と南川上流 

 

 

禁 漁 区 

河川名 指 定 場 所 

ビワ川(宮前水路) 毛呂山町全区域全面禁止 

大蔵山川 飯能市大蔵山川全区域全面禁止(正丸駅下より上流全域) 



令和６年度漁業鑑札 
漁 業 権 の 種 類     漁業権行使料 漁 業 権 の 種 類    遊 漁 規 則 

正 組 合 員 地曳網漁業     ２３，０００円          

〃     特 種 〃     １５，０００円    

〃     甲 種 〃      ５，５００円 

       (ｱﾕ､ﾔﾏﾒ､ﾏｽ､ﾘｰﾙ)               

準 組 合 員 甲 種 漁 業    ７，０００円         

(ｱﾕ､ﾔﾏﾒ､ﾏｽ､ﾘｰﾙ) 

準 組 合 員 乙 種 漁 業    ４，０００円 

雑  魚 (リール可) 
県内共通雑魚券   (リール不可)   ６，０００円 

日釣券 遊漁者 投   網 現    ４，０００円 

 〃   〃  鮎・ヤマメ 現    ２，０００円 
日釣券 遊漁者               ５００円     

〃   〃     雑  魚   現 １，０００円 

釣 専 用 区 

河 川 名 
区              域 

指   定   場   所 

越  辺  川         

〃 

〃 

〃 

〃 

〃        

高  麗  川    

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃          

北 川 長 沢 川 

毛呂川、桂木川 

阿  諏  訪  川 

大  谷  木  川 

① 越生地区 如意堰上流 150m  

② 川角地区 大類堰上流 250m 

③ 川角地区 西戸堰上流 200m  

④ 今宿地区 今川橋上､下流 200m 

⑤ 今宿地区 鳩川重郎橋上､下流 200m 

⑥ 入西地区 和田裏樋の口橋上流堰より関越道橋下迄 700m   

⑦ 坂戸地区 粟生田堰上流より関越道橋下迄 500m      

⑧ 大家地区 森戸橋下堰より上流越生線鉄橋の下迄 

⑨ 大家地区 城西大学下堰より上流送電線の真ん中の下まで 

⑩ 高麗地区 金剛寺渕上､下流 100m 

⑪ 高麗地区 鹿台橋下堰上流より日向公会堂前まで 500m 

⑫ 吾野地区 吾野駅前橋より上流板石橋まで 1,100m 

⑬ 北川から高麗川本流への合流点より上流 

⑭ 東吾野地区 吾野地区､本支流合流点より下流 

 

⑲毛呂山地区 全区域 

 

 

鮎 友 釣 り 専 用 区 

区             域 禁  漁  期  間 

河 川 名 指    定    場    所  

あゆ解禁日から 2 ケ月間 

(６月 15 日～８月 14 日まで) 
高 麗 川 ⑳高麗地区 諏訪橋から上流飯能市白子の東橋まで 2.0k m 

⑳吾野地区 西吾野駅下北川合流点より上流間野､畑井､えん堤まで 3.0km 

 
1. １１月１日より雑魚釣り以外の漁法は一切解禁日までは出来ません。(投網は 10 月末日で禁止です) 

2. コロガシ釣りヒッカケ釣りは危険につき全面禁止です。10 月１日以降､竿こき、がらひきこれに類する漁法は一切禁止です。 

3. ヤマメは繁殖保護のため 10 月１日～２月末日まで禁止｡但し禁漁区は年間を通して禁止です。 

4. 游漁なされる方はそれぞれの鑑札を必ず携帯し、監視員の要求があった時は提示して下さい。 

5. 不携帯の場合は日釣券と同額を徴収いたします。 

6. 当組合発行の鑑札の有効期間は３月１日～２月末日までとする。鑑札の再交付はしません 

7. 竿は１人２本までとする。 

8. ガラスうけは年間を通して禁止です。 

9. ４月１日より解禁日まで､カバリ・オランダ釣りは禁止｡稚アユが釣れるため 

10. 県内共通雑魚券ではリールは出来ません。 

 

○令和 5 年度 放流実施表（種苗費のみ）諸経費及運賃別 

 稚アュ ヤマメ うぐい ﾔﾏﾒ発眼卵 ナマズ うぐい かじか オイカワ 計 

  114.5kg 

437,125 

  110kg 

205,700 

 86kg 

180,600 
 15,000 粒 

 33,864 

500 尾
23,000 

ふ化 

放流 

ふ化 

放流 

ふ化 

放流 

   円 

880,289 

○令和 6 年度 放流計画表 

 稚アュ ヤマメ うぐい ﾔﾏﾒ発眼卵 ナマズ うぐい かじか オイカワ 計 

  105kg 

391,250 

  110kg 

205,700 

 116kg 

252,200 
 10,000 粒 

 35,000 

500 尾
23,000 

ふ化 

放流 

ふ化 

放流 

ふ化 

放流 

   円 

907,150   


